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豊田公共職業安定所職員の新型コロナウイルス感染症への感染について 

 

令和４年３月 22日（火）、豊田公共職業安定所（豊田市常盤町３－25－７。以下「ハ

ローワーク豊田」という。）の職員 10名（Ａ～Ｊ）が新型コロナウイルス感染症に感

染していることが判明しました。 

 職員Ａ～Ｊの感染確認に至る経緯は別紙のとおりです。 

ハローワーク豊田では、３月 21日公表「豊田公共職業安定所職員の新型コロナウイ

ルス感染症への感染及び同所事務室の臨時閉鎖について」（以下、「3月 21日公表文」

という。）により周知のとおり、３月 22日（火）から一時的に、事務室を臨時閉鎖し、

職員全員を自宅待機させております。あらためて事務室内の消毒措置を十分に実施し、

職員及び利用者の方への感染防止対策を徹底した上で業務を再開する予定としており

ます。 

利用者の皆様方には、ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ハローワーク豊

田事務室の臨時閉鎖期間中の各種手続きにつきましては、3 月 21 日公表文のとおり臨

時窓口を設置し、労働局及び他のハローワークの応援職員により継続実施しておりま

すので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

なお、職員の行動履歴を確認した結果、利用者の方に濃厚接触者はいないと判断して

おりますが、健康に不安がある方につきましては、念のため最寄りの受診・相談センタ

ーやかかりつけ医、地域の相談窓口等までご連絡いただきますようお願いいたします。 
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別紙 

職員Ａ～Ｊの感染確認に係る経緯について 

 

当該職員（Ａ）は、窓口業務に従事しており、３月 17日（木）まで出勤し、

発熱・咳等の症状はなく、窓口には飛沫防止アクリル板を設置の下、終日マス

クを装着して勤務していましたが、19日（土）に発熱の症状があり、22日（火）

にＮＥＡＲ検査を受け、同日に感染が確認されたものです。 

当該職員（Ｂ）は、窓口業務に従事しており、３月 18日（金）まで出勤し、

発熱・咳等の症状はなく、窓口には飛沫防止アクリル板を設置の下、終日マス

クを装着して勤務していましたが、20日（日）に発熱の症状があり、22日（火）

にＰＣＲ検査を受け、同日に感染が確認されたものです。 

当該職員（Ｃ）は、窓口業務に従事しており、３月 18日（金）まで出勤し、

発熱・咳等の症状はなく、窓口には飛沫防止アクリル板を設置の下、終日マス

クを装着して勤務していましたが、20日（日）に発熱の症状があり、22日（火）

に抗原検査を受け、同日に感染が確認されたものです。 

当該職員（Ｄ）は、窓口業務に従事しておらず、３月 17 日（木）まで出勤

し、発熱・咳等の症状はなく、終日マスクを装着して勤務していましたが、21

日（月）に喉の痛みの症状があり、22日（火）にＰＣＲ検査を受け、同日に感

染が確認されたものです。 

当該職員（Ｅ）は、窓口業務に従事しており、３月 18日（金）まで出勤し、

発熱・咳等の症状はなく、窓口には飛沫防止アクリル板を設置の下、終日マス

クを装着して勤務していましたが、19日（土）に喉の痛みの症状があり、21日

（月）にＰＣＲ検査を受け、22日（火）に感染が確認されたものです。 

当該職員（Ｆ）は、窓口業務に従事しており、３月 18日（金）まで出勤し、

発熱・咳等の症状はなく、窓口には飛沫防止アクリル板を設置の下、終日マス

クを装着して勤務していましたが、19日（土）に喉の痛みの症状があり、22日

（火）にＰＣＲ検査を受け、同日に感染が確認されたものです。 

当該職員（Ｇ）は、窓口業務に従事しており、３月 18日（金）まで出勤し、

発熱・咳等の症状はなく、窓口には飛沫防止アクリル板を設置の下、終日マス

クを装着して勤務していましたが、20日（日）に喉の痛みの症状があり、22日

（火）にＰＣＲ検査を受け、同日に感染が確認されたものです。 

当該職員（Ｈ）は、窓口業務に従事しており、３月 18日（金）まで出勤し、

発熱・咳等の症状はなく、窓口には飛沫防止アクリル板を設置の下、終日マス

クを装着して勤務していましたが、20日（日）に喉の痛みの症状があり、22日

（火）にＰＣＲ検査を受け、同日に感染が確認されたものです。 

当該職員（Ｉ）は、窓口業務に従事しており、３月 18日（金）まで出勤し、



発熱・咳等の症状はなく、窓口には飛沫防止アクリル板を設置の下、終日マス

クを装着して勤務していましたが、21日（月）に発熱の症状があり、22日（火）

にＰＣＲ検査を受け、同日に感染が確認されたものです。 

当該職員（Ｊ）は、窓口業務に従事しており、３月 18日（金）まで出勤し、

発熱・咳等の症状はなく、窓口には飛沫防止アクリル板を設置の下、終日マス

クを装着して勤務していましたが、21日（月）に発熱の症状があり、22日（火）

に抗原検査を受け、同日に感染が確認されたものです。 

 

 


